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【手続補正書】
【提出日】令和3年9月29日(2021.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスチック製の棒状担体（１１）、前記担体（１１）に結合された把持部（１２）、
及び、前記担体（１１）上に配置されたスリーブ状の被覆（１４）を有するクリーニング
部（１３）を備えた歯間クリーナー（１０）であって、
　前記被覆（１４）が放射状に外側に突出した複数のクリーニング要素（１５）を支持し
ており、
　前記被覆（１４）が複数の被覆部（１６、１７）から構成され、
　第１被覆部（１６）は第１の軟質弾性プラスチックから成り、第２被覆部（１７）は第
２の軟質弾性プラスチック又は熱可塑性プラスチックから成り、
　前記第１被覆部（１６）のプラスチック材料は前記第２被覆部（１７）のプラスチック
材料とは異なることを特徴とする歯間クリーナー。
【請求項２】
　前記第１被覆部（１６）のプラスチック材料と前記第２被覆部（１７）のプラスチック
材料が異なるシュア硬さを有することを特徴とする請求項１に記載の歯間クリーナー。
【請求項３】
　前記第１被覆部（１６）のプラスチック材料のショア硬さが前記第２被覆部（１７）の
プラスチック材料のショア硬さよりも低いことを特徴とする請求項１又は２に記載の歯間
クリーナー。
【請求項４】
　前記第１被覆部（１６）と前記第２被覆部（１７）との間に溝（１８）が形成されてい
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の歯間クリーナー。
【請求項５】
　前記溝（１８）が添加剤で充填されていることを特徴とする請求項４に記載の歯間クリ
ーナー。
【請求項６】
　前記溝（１８）の幅が、０．０５ｍｍから１．０ｍｍの範囲であることを特徴とする請
求項４又は５に記載の歯間クリーナー。
【請求項７】
　前記第１被覆部（１６）が前記担体（１１）の前端領域に配置され、前記第２被覆部（
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１７）が前記第１被覆部（１６）に対して相対的に前記把持部（１２）の方向に軸方向に
ずれて前記担体（１１）上に配置されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１
項に記載の歯間クリーナー。
【請求項８】
　前記第１被覆部（１６）及び前記第２被覆部（１７）がそれぞれ部分シェル又はハーフ
シェルとして形成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の歯間
クリーナー。
【請求項９】
　前記第１被覆部（１６）が前記担体（１１）の前方セクションの軸方向長さの一方の縦
方向面を覆い、
　前記第２被覆部（１７）が前記担体（１１）の前方セクションの軸方向長さの、直径方
向で反対側の縦方向面を覆うことを特徴とする請求項８に記載の歯間クリーナー。
【請求項１０】
　前記第１被覆部（１６）が前記担体（１１）の前端領域において前記担体（１１）の一
方の縦方向面を、さらに、前記前端領域に対して前記把持部の方向に軸方向にずれた領域
において前記担体（１１）の直径方向で反対側の縦方向面を覆い、
　前記第２被覆部（１７）がそれぞれ、前記担体（１１）に対して直径方向で反対側の両
縦方向面を覆うことを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の歯間クリーナー。
【請求項１１】
　前記第１被覆部（１６）及び前記第２被覆部（１７）がそれぞれ前記担体（１２）の周
りを周回する螺旋として形成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に
記載の歯間クリーナー。
【請求項１２】
　前記両方の前記被覆部（１６、１７）が、前記螺旋の半ピッチ分だけずれて組み合わさ
れていることを特徴とする請求項１１に記載の歯間クリーナー。
【請求項１３】
　前記クリーニング部（１３）が、前記担体（１１）の軸方向において相前後して存在す
る複数のクリーニングセクション（１３ａ、１３ｂ、１３ｃ）を有することを特徴とする
請求項１～１２のいずれか１項に記載の歯間クリーナー。
【請求項１４】
　第１のクリーニングセクション（１３ａ）が前記第１被覆部（１６）で形成され、
　第２のクリーニングセクション（１３ｂ）が前記第１被覆部（１６）と前記第２被覆部
（１７）とで形成され、
　第３のクリーニングセクション（１３ｃ）が前記第２被覆部（１７）で形成されている
請求項１３に記載の歯間クリーナー。
【請求項１５】
　前記第２のクリーニングセクション（１３ｂ）が、前記第１被覆部（１６）及び前記第
２被覆部（１７）の両方の、前記担体（１１）の周りを周回する螺旋として形成されたそ
れぞれの部分によって形成されており、
　前記両方の被覆部（１６、１７）の両方の螺旋領域は螺旋の半ピッチだけずらして組み
合わされていることを特徴とする請求項１４に記載の歯間クリーナー。
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